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国の「特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）」の 

支給決定を受けた県内企業事業主のみなさまへ                   

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・申請先：福島県商工労働部 雇用労政課 

  電話：０２４－５２１－７２９０ 

※奨励金の交付要件等については、裏面をご覧ください。 

福島県では、就職氷河期世代の方の安定した雇用を促進するため、不安定な 

就労状態等にある就職氷河期世代の方を正社員として雇い入れ、定着を図る 

県内企業に対し、奨励金を支給します。 



県内事業主の皆様へ                         令和６年度版 

１．対象事業主の 

要件 

 
① 対象労働者を雇い入れ、福島労働局から特定求職者雇用開発助成金（就職氷河

期世代安定雇用実現コース）第１期の支給決定を受けた事業主であること 

② 福島県内に所在する事業所の事業主であること 

③ 県税に未納がないこと 

④ 過去３年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがないこと  

２．対象労働者の 

要件 

 
①  就職氷河期世代の者（令和６年４月１日時点で、大学卒業者の場合は４２歳から５３

歳、短期大学卒業者及び短期大学と在学期間が同等となる学校卒業者の場合は４０

歳から５１歳、高校卒業者の場合は３８歳から４９歳、中学校卒業者の場合は３５歳か

ら４６歳までの者） ※国の開発助成金（就職氷河期コース）の年齢要件とは若干異なります 

② 雇入日を令和５年４月１日以降とする国の開発助成金（就職氷河期コース）の対

象労働者であること 

③ 福島県内に住所がある者  

３．支給金額 

中小企業事業主     １５万円/人 

中小企業事業主以外  １２.５万円/人 
※ ただし、国の開発助成金（就職氷河期コース）の第１期支給決定通知書に記載されている額の１／２に相当する額
が上記の金額を下回る場合には、第１期通知書に記載されている額の１／２に相当する額 

 

４．申請に必要な 

書類 

 

① 福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金支給申請書兼実績報告書（様式第１号） 

② 国の開発助成金（就職氷河期コース）の第１期支給決定通知書の写し 

③ 国の開発助成金（就職氷河期コース）の支給申請に係る提出書類一式の写し 

④ 口座番号を確認するための書類（振込口座と口座名義が分かる通帳等の写し） 
 

５．受付期限 令和７年３月１７日（月） ※ただし、予算がなくなり次第終了 

６．手続きの流れ 

 

ハローワークなどに求人の申込 

       

就職氷河期世代の対象労働者の雇い入れ 

        雇い入れ後６カ月継続雇用後 

国の助成金の第１期支給申請 

           

国による助成金第１期支給決定 
           

通知日後３０日以内 
 

県の奨励金の支給申請 

         

県による奨励金支給決定 
       

県の奨励金の支給 
 

7.申請の方法 
福島県雇用労政課ＨＰから申請書をダウンロードし、関係書類と合わせて、雇用労政

課まで提出してください。 

８．問い合わせ先 福島県雇用労政課 ＴＥＬ：０２４-５２１-７２９０ 
 

詳しくは雇用労政課 HPを確認ください。 福島県 氷河期奨励金 検索 

厚生労働省 

特定求職者雇用開発

助成金（就職氷河期

世代安定雇用実現コ

ース） 

※詳しくは、福島労働

局又はハローワークに

お尋ねください 

 

福島県 

『福島県就職氷河期世代 

雇用促進奨励金』 

 


